
「関西国際空港の飛行経路問題に係る協議会」規約 
（名称） 
第１条  本協議会は、「関西国際空港の飛行経路問題に係る協議会（以下「協議会」という。）と称する。 
 
（目的） 
第２条 協議会は、関西国際空港を環境に配慮した地域と共存共栄する国際ハブ空港に育成するために、
関西国際空港の飛行経路問題の課題について、協議・調整することを目的とする。 

 
（協議内容） 
第３条 協議会は前条の目的を達成するため、次の事項について協議・調整を行う。 

(1) 「環境面の特別の配慮」に関する実施状況の点検について 
(2) 全国的な航空交通容量の拡大に関する取り組み状況について 
(3) その他、飛行経路問題に関する関西国際空港の運用状況について 

 
（構成） 
第４条 協議会は、国土交通省、大阪府、大阪市、泉州市・町関西国際空港推進協議会構成各市・町及
び関西エアポート株式会社から別表に掲げる者をもって構成する。 
２ 協議会には、必要に応じて、新関西国際空港株式会社代表取締役社長、国土交通省航空局航空ネッ
トワーク部長又は近畿圏・中部圏空港課長等が参加する。 

 
（協議会の開催） 
第５条 協議会の招集は大阪府知事が行い、大阪府知事はその議長を務める。 
 
（幹事会） 
第６条 協議会に、第３条に掲げる事項について、協議会開催にあたり事前に協議調整を行うため、幹
事会を置く。 
２ 幹事会は、協議会の構成者が、各々の団体の職員の中から指名する幹事会員により構成する。 
３ 幹事会に幹事会長を置き、幹事会長は幹事会を招集し、その議長を務める。 
 
（作業部会） 
第７条 協議会に、第３条に掲げる事項について、必要に応じ調査検討等を行うため、作業部会を置く。 
２ 作業部会は、協議会の構成者が、各々の団体の職員の中から指名する部会員（各々の団体から複数
名可とする。）により構成する。 
３ 作業部会に部会長を置き、部会長は作業部会を招集し、その議長を務める。 
４ 作業部会は、調査検討結果を必要に応じて協議会に報告する。 
 
（事務局） 
第８条 協議会の事務局は大阪府政策企画部成長戦略局内に置く。 
 
（付則） 
第９条 この規約に定めのない事項は、協議会において定める。 
この規約は平成１０年９月１０日から施行する。 

 
（付則） 
この規約は平成１３年８月２４日から施行する。 
（付則） 
この規約は平成１８年４月 １日から施行する。 
（付則） 
この規約は平成２０年８月２２日から施行する。 
（付則） 
この規約は平成２１年４月 １日から施行する。 
（付則） 
この規約は平成２２年４月 １日から施行する。 



（付則） 
この規約は平成２４年８月２３日から施行する。 
（付則） 
この規約は平成２５年４月 １日から施行する。 
（付則） 
この規約は平成２６年４月 １日から施行する。 
（付則） 
この規約は平成２８年４月 １日から施行する。 
（付則） 
この規約は平成２８年８月１８日から施行する。 
（付則） 
この規約は令和 ２年４月 １日から施行する。 
（付則） 
この規約は令和 ３年４月 １日から施行する。 
（付則） 
この規約は令和 ４年４月 １日から施行する。 
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